
平成２９年度 第２回宮古島市教育委員会（定例会）議事日程

平成２９年５月２５日（木） 午後２時 開議

城辺庁舎２階インキュベート室

日程第１ 会議録署名委員の指名について

日程第２ 承 認 事 項 会議録の承認について（平成２９年度第１回定例会）

日程第３ 報 告 教育長報告

日程第４ 報告第２号 臨時代理処分の承認について（宮古島市総合文化祭「児

童・生徒の部」運営委員会設置要綱について）

日程第５ 議案第３号 宮古島市立図書館協議会委員の委嘱について

日程第６ 議案第４号 宮古島市就学援助事務取扱要綱の一部を改正する訓令に

ついて

日程第７ 議案第５号 宮古島市立学校選手派遣補助金交付要綱の一部を改正す

る訓令について

日程第８ 議案第６号 宮古島市立伊良部、佐良浜小学校及び伊良部、佐良浜中

学校統合協議会設置要綱及び城辺地区中学校統合計画策

定委員会設置要綱の一部を改正する訓令について

日程第９ その他 城辺地区統合中学校用地選定委員会設置要綱（案）につ

いて

日程第10 その他
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報告第２号

（ 「 」臨時代理処分の承認について 宮古島市民総合文化祭 児童・生徒の部

運営委員会設置要綱について）

上記案件については、宮古島市教育委員会の権限に属する事務の一部委任等

に関する規則第２条の規定により宮古島市教育委員会へ付議する事項となって

いるが、教育委員会に付議する暇がないため、同規則第４条の規定により臨時

に代理することとしたのでこれを報告し、承認を求める。

上記の議案を別紙のとおり提案する。

平成２９年５月２５日

宮古島市教育委員会

教育長 宮國 博
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別紙

宮古島市民総合文化祭「児童・生徒の部」運営委員会設置要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は 『創造する市民の文化』をテーマに、児童･生徒による、

文化芸術の発表の機会を設け、宮古島市の文化を広く発信することを目的と

し開催される宮古島市民総合文化祭「児童･生徒の部 （以下「文化祭」とい」

う ）の円滑な運営、作品審査を図るために、宮古島市総合文化祭「児童・。

生徒の部」運営委員会（以下「運営委員会」という ）を設置し、その運営。

等に必要な事項を定めるものとする。

（所掌事務）

第２条 運営委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 作品の募集方法に関すること。

(2) 作品の審査法に関すること。

(3) その他文化祭の運営に関すること。

（組織及び任期）

第３条 委員は書道、美術、俳句、短歌、作文、詩、自由研究、工作、音楽、

民話の各分野において、高い見識又は経験を有する教諭及び民間の有識者の

うちから、教育長が委嘱する。

２ 委員の任期は、委嘱された日から当該年度の文化祭に関する一切の業務が

完了するまでとする。ただし、特別の理由がある場合はこの限りではない。

（報償）

第４条 委員の報償については、宮古島市謝礼金支払基準に基づき支給する。

ただし、島内に居住する公務員（国・県職員 、教員、議員及び給料支給委）

員への支給については、市の財政方針により時間内・時間外を問わず支給し
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ないものとする。

（庶務）

第５条 運営委員会の庶務は、生涯学習部生涯学習振興課において処理する。

（委任）

第６条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、教育

長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成２９年５月１日から適用する。
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議案第３号

宮古島市立図書館協議会委員の委嘱について

上記の議案を別紙のとおり提案する。

平成２９年５月２５日

宮古島市教育委員会

教育長 宮國 博

提案理由

協議会委員の任期満了に伴い、宮古島市立図書館条例第5条第2項に基づき

委嘱する必要があるため、本案を提出します。
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議案第４号

宮古島市就学援助事務取扱要綱の一部を改正する訓令について

上記の議案を別紙のとおり提案する。

平成２９年５月２５日

宮古島市教育委員会

教育長 宮國 博

提案理由

平成２９年度要保護児童生徒援助費補助金の予算単価及び国庫補助限度単

価の一部見直しに伴い、関係例規との整合を図る必要があるので、本案を提

出します。



- -11

別紙

宮古島市就学援助事務取扱要綱の一部を改正する訓令について

宮古島市立就学援助事務取扱要綱（平成２３年宮古島市教育委員会訓令第５

号）の一部を次のように改正する。

別表を次のように改める。

援助の費目 支給対象 支給額

学用品費 小 年生 年額 円1 11,420

（通学用品費含む） ～ 年生 年額 円2 6 13,650

中 年生 年額 円1 22,320

・ 年生 年額 円2 3 24,550

校外活動費 小 年生 実費（限度額 円）5 3,620

（宿泊伴う） 中 年生 実費（限度額 円）1 6,100

校外活動費 小 全学年 実費（限度額 円）1,570

（宿泊を伴わない） 中 全学年 実費（限度額 円）2,270

新入学児童生徒 小 年生 年額 円1 40,600

学用品費 中 年生 年額 円1 47,400

学校給食費 全学年 実費

医療費 学校病で学校からの医療券で治療する者 実費

附 則

この訓令は、公布の日から施行し平成２９年４月１日から適用する。
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議案第５号

宮古島市立学校選手派遣補助金交付要綱の一部を改正する訓令について

上記の議案を別紙のとおり提案する。

平成２９年５月２５日

宮古島市教育委員会

教育長 宮國 博

提案理由

宮古島市立学校選手派遣費補助の要件を拡充するには、要綱を改正する必

要があるので、本案を提出します。
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別紙

宮古島市立学校選手派遣補助金交付要綱の一部を改正する訓令について

宮古島市立学校選手派遣補助金交付要綱（平成２３年宮古島市教育委員会訓

令第１８号）の一部を次のように改正する。

第６条第１項第１号を次のように改める。

（１） 各競技の宮古地区大会、沖縄県大会、九州大会等において、上位大

会の出場資格を獲得したチーム及び個人が大会に派遣される場合

第６条第１項第２号中「 」を削る。。

第１３条中「第１２条」を「前条」に改める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。
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議案第６号

宮古島市立伊良部、佐良浜小学校及び伊良部、佐良浜中学校統合協議会

設置要綱及び城辺地区中学校統合計画策定委員会設置要綱の一部を改正

する訓令について

上記の議案を別紙のとおり提案する。

平成２９年５月２５日提出

宮古島市教育委員会

教育長 宮國 博

提案理由

宮古島市立伊良部、佐良浜小学校及び伊良部、佐良浜中学校統合協議会設

置要綱及び、城辺地区中学校統合計画策定委員会設置要綱において、費用弁

償の支払いについて追加するには要綱の一部を改正する必要があるため、本

案を提出します。
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別紙

宮古島市立伊良部、佐良浜小学校及び伊良部、佐良浜中学校統合協議会

設置要綱及び城辺地区中学校統合計画策定委員会設置要綱の一部を改正

する訓令

（宮古島市立伊良部、佐良浜小学校及び伊良部、佐良浜中学校統合協議会設

置要綱の一部改正）

第１条 宮古島市立伊良部、佐良浜小学校及び伊良部、佐良浜中学校統合協議

会設置要綱（平成２６年宮古島市教育委員会訓令第１０号）の一部を次のよ

うに改正する。

第８条（見出しを含む ）中「報償費」を「報償費及び費用弁償」に改め。

る。

（城辺地区中学校統合計画策定委員会設置要綱の一部改正）

第２条 城辺地区中学校統合計画策定委員会設置要綱（平成２８年宮古島市教

育委員会訓令第７号）の一部を次のように改正する。

第７条（見出しを含む ）中「報償費」を「報償費及び費用弁償」に改め。

る。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。


